
証券コード　7425
平成29年３月13日

株 主 各 位
名古屋市中区錦二丁目14番21号

代表取締役社長 斎 藤 　 悟

第59回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご

出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年３月27日（月曜日）午後５
時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年３月28日（火曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市中村区名駅四丁目４番38号

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）５階小ホール
３．目的事項

報 告 事 項 第59期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
 第１号議案 剰余金処分の件
 第２号議案 株式併合の件
 第３号議案 定款一部変更の件
 第４号議案 取締役７名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.hatsuho.co.jp/）に掲
載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで）

１．会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、英国のＥＵからの離脱選択や米

大統領選における共和党の勝利など波乱含みの海外動向の中、日銀の

マイナス金利政策の導入や消費税率10％への引き上げの延期などが

ありましたが、雇用・所得環境の改善から概ね堅調に推移しました。

建設業界におきましては、消費税率の引き上げが延期された事で、

年初に予想された駆け込み需要は先送りとなり、建設需要は堅調なが

らも、繁忙期の盛り上がりに欠ける一年となりました。また、夏場の

天候不順による工期の遅れが一時あったものの、数年前から続いてい

た過度な職工不足は、建設需要の動向を受け、一時的に落ち着きを取

り戻しました。

このような経営環境の中、当事業年度におきましては、名古屋駅周

辺の開発事業や近郊の大型ショッピングセンター等の建設が一段落

し、当社の主力エリアである中部地区は荷動きに欠ける結果となりま

した。限られた大型物件を巡り、同業他社間での価格競争が生じるケ

ースが増えた事で、市場シェアの維持に苦慮する展開となりました。

この結果、当事業年度の売上高は、170億１百万円（前期比3.7％

減）、営業利益３億29百万円（前期比8.7％減）、経常利益３億90百

万円（前期比7.6％減）となりました。また、当期純利益は２億42百

万円（前期比8.1％減）となりました。
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事業部門別の売上状況は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

区 分

第　58　期
（平成27年12月期）

第59期(当事業年度)
（平成28年12月期） 前 期 比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

軽量鋼製下地材・不燃材 12,975 73.5％ 12,707 74.7％ △2.1％

建築金物・エクステリア 1,527 8.7 1,386 8.2 △9.2

鉄 線 ・ 溶 接 金 網 1,096 6.2 981 5.8 △10.5

Ａ Ｌ Ｃ 金 具 副 資 材 882 5.0 865 5.1 △1.9

カラー鉄板・環境関連 1,079 6.1 975 5.7 △9.6

窯業建材金具副資材 88 0.5 85 0.5 △2.8

合 計 17,649 100.0 17,001 100.0 △3.7

(2) 設備投資の状況

当事業年度において、老朽化した名港営業所の建て替え工事を行っ
ております。当事業年度末時点において建設工事中であり、97,709千
円を建設仮勘定として計上しております。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義
務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処
分の状況

該当事項はありません。
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(8) 対処すべき課題

平成29年度のわが国の経済見通しは、新大統領政権が始まるアメリ

カ経済の政策効果への期待感や、堅調な成長が見込まれる欧州経済を

はじめとした海外経済の回復、国内では安定した雇用環境に対応した

設備投資需要が継続して下支えし、堅調に推移していくものと見込ま

れます。

建設業界におきましては、上半期にかけて、安定した設備投資需要

を背景としつつも、大型現場の動きは鈍いと見込まれますが、下半期

にかけて、首都圏の再開発事業や東京五輪関連の建設需要が本格化し

てくると予想されます。

当社におきましては、中部経済圏の中心地にある名港営業所をリニ

ューアルし、大型物件の建設ラッシュが小休止した事により、競争が

激化している中部地区でのシェア拡大の為の重要拠点として、営業体

制の強化を図って参ります。また、手薄だった南九州地区への事業展

開、首都圏の建設需要の高まりに対応できるよう、東京近郊エリアの

事業所の拡張などに注力する方針です。

そして、原材料価格の高騰に起因する鋼材価格の上昇が見込まれ、

運送業界の人手不足により輸送コストも上昇する厳しい経営環境の

中、適正な販売価格の維持と、適正在庫の保持、効率的な配送体制を

強化して参ります。お客様が求める建設資材を、ジャスト・イン・タ

イムで提供できる企業として、より一層無駄のない経営体制を構築し

て参ります。

また、コンプライアンス遵守はもとより、コーポレートガバナンス

コードへの対応を進めていく事で、企業としての社会的責任を果たし

ていく所存であります。

株主の皆様には、一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。
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(9) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第 56 期

(平成25年12月期)
第 57 期

(平成26年12月期)
第 58 期

(平成27年12月期)
第 59 期(当事業年度)
(平成28年12月期)

売 上 高 (百万円) 16,547 18,082 17,649 17,001

経 常 利 益 (百万円) 449 529 422 390

当 期 純 利 益 (百万円) 244 304 264 242

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 29円83銭 37円11銭 32円25銭 29円63銭

純 資 産 (百万円) 4,974 5,241 5,454 5,629

総 資 産 (百万円) 11,386 11,990 12,361 12,213

１株当たり純資産額 607円16銭 639円82銭 665円95銭 687円44銭

(注)１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。なお、発行済株

式総数につきましては、自己株式数を控除した株式数によって算出しております。

(10)重要な子会社の状況

重要な子会社はありません。

－ 5 －

財産及び損益の状況の推移、重要な子会社の状況



(11)主要な事業内容（平成28年12月31日現在）

次に掲げた建築用資材の販売を主な事業といたしております。

分　　　類 主　要　品　目

軽量鋼製下地材・不燃材
天井用鋼製下地材、間仕切用鋼製下地材、石膏ボー
ドなど

建築金物・エクステリア
各種釘、針金、ビスなどの建築金物、物置、自転車
置場、カーポート、門扉などのエクステリア商品

鉄 線 ・ 溶 接 金 網
鉄線、ミガキ線、特殊素材鋼線、特殊加工鋼線溶接
金網など

Ａ Ｌ Ｃ 金 具 副 資 材 ＡＬＣ取付金物など

カラー鉄板・環境関連
屋根材、外壁材、雨樋、太陽光発電、エコキュート
など

窯 業 建 材 金 具 副 資 材 スレート用金具、金属ジョイナーなど

(12)主要な営業所（平成28年12月31日現在）

本 社 名古屋市中区錦二丁目１４番２１号

営 業 所 名 港 名 古 屋 市 長 野 長 野 県 長 野 市

熱 田 名 古 屋 市 福 山 広 島 県 福 山 市

北 名 古 屋 市 北関東 埼 玉 県 川 口 市

春日井 愛知県春日井市 福 岡 福岡県大野城市

小 牧 愛 知 県 小 牧 市 長 岡 新 潟 県 長 岡 市

豊 橋 愛 知 県 豊 川 市 岡 山 岡 山 県 岡 山 市

静 岡 静 岡 県 静 岡 市 横 浜 神奈川県横浜市

北 陸 富 山 県 射 水 市 千 葉 千 葉 県 千 葉 市

四 国 愛 媛 県 松 山 市
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(13)使用人の状況（平成28年12月31日現在）

区 分 男 性 女 性 計 又 は 平 均

使 用 人 数（名） 204 27 231

前期末比増減（名） 10 増 1 増 11 増

平 均 年 齢（歳） 41.3 37.0 40.8

平均勤続年数（年） 14.8 10.0 14.3

(注)使用人数には子会社への出向使用人１名が含まれております。

(14)主要な借入先（平成28年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100百万円

(15)剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元は、経営の最重要政策のひとつとし

て位置づけ、中長期的視点から経営基盤の確立及び事業展開に備える

ための内部留保を勘案し、業績に応じた利益還元を安定的かつ継続的

に行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、１株当たり８円といたしたいと存

じます。

(16)その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 23,400,000株

(2) 発行済株式の総数 8,701,656株 (自己株式　511,916株を含む）

(3) 株主数 649名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ハ ツ ホ 共 栄 会 1,409千株 17.2％

白 百 合 商 事 株 式 会 社 1,371 16.7

斎 藤 　 悟 839 10.2

初 穂 従 業 員 持 株 会 440 5.3

斎 藤 　 豊 308 3.7

角 田 典 哉 306 3.7

斎 藤 　 実 258 3.1

斎 藤 信 子 243 2.9

斎 藤 陽 介 181 2.2

名 鉄 急 配 株 式 会 社 124 1.5

(注)１．当社は、自己株式を511,916株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．ハツホ共栄会は、当社の取引先を対象とする持株会であります。

３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 斎 藤 　 悟

常 務 取 締 役 志 岐 義 幸
営業本部長兼西日本地区統括兼
福山営業所長

取 締 役 斎 藤 　 豊 総務部長

取 締 役 伊 藤 人 勝 中部地区統括兼開発事業部長

取 締 役 蟹 江 茂 寿 東日本地区統括兼横浜営業所長

取 締 役 磯 部 隆 英
未来工業株式会社社外取締役

（監査等委員）
公認会計士

常 勤 監 査 役 伊 藤 孔 一

監 査 役 丹 羽 正 夫 司法書士（丹羽正夫事務所）

監 査 役 宮 嵜 良 一
弁護士（中綜合法律事務所代表）
アドバンス電気工業株式会社社外監査役
株式会社ユー・エス・エス社外監査役

(注)１．取締役磯部隆英氏は、社外取締役であります。

２．監査役丹羽正夫氏及び監査役宮嵜良一氏は、社外監査役であります。

３．常勤監査役伊藤孔一氏は当社の経理業務を担当したことがあり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

４．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

届け出ております。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

6名
（1名）

75,393千円
（810千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3名
（2名）

12,875千円
（2,100千円）

合 計 9名 88,269千円

(注)１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成５年３月25日開催の第35回定時株主総会決議において年額

200,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成５年３月25日開催の第35回定時株主総会決議において年額

50,000千円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額8,317千円（社外

取締役を除く取締役５名、常勤監査役1名）が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況及び当社と当該他の法
人等との関係

監査役宮嵜良一氏は、中綜合法律事務所の代表であります。当社

は、中綜合法律事務所とは特別な関係はありません。

② 他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との
関係

取締役磯部隆英氏は、未来工業株式会社の社外取締役（監査等委

員）であります。当社は、未来工業株式会社とは特別な関係はありま

せん。

監査役宮嵜良一氏は、アドバンス電気工業株式会社及び株式会社ユ

ー・エス・エスの社外監査役であります。当社は、アドバンス電気工

業株式会社及び株式会社ユー・エス・エスとは特別な関係はありませ

ん。
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③ 当事業年度における主な活動状況

地　位 氏　名
取締役会

出席状況

監査役会

出席状況
発言状況

取締役 磯部隆英 7回中7回 ―

取締役就任後の取締役会のすべてに出
席し、会計の専門家としての幅広い見
地から、取締役会において、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っておりま
す。

監査役 丹羽正夫 8回中8回 6回中6回

取締役会及び監査役会のすべてに出席
し、法律の専門家としての幅広い見地
から、取締役会において、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。
また、監査役会において、内部監査に
ついて適宜、必要な発言を行っており
ます。

監査役 宮嵜良一 8回中8回 6回中6回

取締役会及び監査役会のすべてに出席
し、主に弁護士としての専門的見地か
ら、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。また、監
査役会において、内部監査について適
宜、必要な発言を行っております。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役磯部隆英氏につ

きましては、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額、監査役

丹羽正夫氏及び監査役宮嵜良一氏につきましては会社法第425条第１

項に定める最低責任限度額としております。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支　払　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 21,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

21,500千円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業

年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の

報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任ま

たは不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解

任の理由を報告いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定

内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

当社は、業務執行全般について、各業務に関する管理規定を設け、
これを内部監査により補完してコンプライアンスの確保に努めており
ます。
監査役会は、常勤１名と非常勤２名の計３名で構成されております。

当社は、監査役制度の強化をコーポレート・ガバナンスの基本と考え
ており、社外の視点から取締役の業務執行を監督しております。なお、
社外監査役２名は法律専門家であります。各監査役は監査役会で定め
た監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び各重
要会議への出席や業務執行状況、経営状態の調査等を通じ、取締役の
職務の執行の監査を行っております。
また、経営諸活動の信頼性確保と透明性の高い経営を実現するため、

社長直轄の内部監査室を設置し、年間計画により各営業所の業務実施
状況を監査し、異常の早期発見に取り組んでおります。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び定款の定めに
基づき文書等を保存管理するほか、文書管理規定に従い保管し、常時
閲覧できる体制を整えております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

個々のリスクに応じた管理規定の見直しを図り、組織横断的なリス
ク及び全社的リスクの対応は、経営管理室が行うほか、各部門の所管
業務に付随したリスク管理は当該部門がリスクの把握管理を行ってお
ります。また、内部監査室は必要に応じてリスク管理状況の監査を実
施し、その結果を取締役会、監査役会に報告する体制を構築しており
ます。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行については、２ヵ月に１回開催される取締役会
のほかに月１回開催される常務会により、迅速かつ的確な経営判断と
機動的な業務執行の監督を行っております。また、取締役、常勤監査
役及び執行役員で構成される経営会議を２ヵ月に１回開催し、会社の
現状、重要な情報の伝達、方針の徹底、リスクの未然防止の徹底など
を行っております。

⑤ 株式会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制

当社は、子会社から定期的な業務執行に関する報告を受けるととも
に、経営上の重要事項に関する当社への報告及び協議を通じ子会社等
の適正な経営管理を行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお
ける当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項

当社では、監査役の職務を補助する使用人は置いておりませんが、
監査役会の求めに応じ、監査役の職務を補助する使用人を選任します。
その場合の同使用人の任命、解任及び人事評価等については、監査役
会の同意を得たうえで決定し、取締役からの独立性を確保します。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役
への報告に関する体制

取締役及び使用人は会社の業務及び業績に重大な影響を与える事項
について監査役に報告しております。また、監査役は必要に応じいつ
でも取締役又は使用人に報告を求めることができる体制を整えており
ます。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は常勤監査役１名及び社外監査役２名で構成され、各監査
役は取締役会に、常勤監査役は取締役会のほか重要会議に出席し、取
締役の職務の執行に対して厳格な監査を行い、必要に応じて取締役に
その説明を求め、意見を述べる体制を整えております。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおり

であります。

① 取締役の職務執行の状況

取締役会は当事業年度において８回開催しており、社外取締役１名
を含む全取締役が出席しております。また、毎月１回開催の常務会に
は、常務取締役以上の取締役が出席し、隔月１回開催の経営会議には、
社外取締役以外の取締役が出席し、適時適切な報告を受ける事で、迅
速かつ適正な意思決定を行っております。

② 監査役の職務執行の状況

監査役会は当事業年度において６回開催しており、社外監査役２名
を含む全監査役が出席しております。取締役会には全監査役が出席し、
常務会や経営会議には常勤監査役が出席しております。また、必要に
応じて代表取締役との面談や内部監査室からの報告、会計監査人との
定期的なミーティングを重ねる事で、密接に連携をはかり、取締役の
職務執行に係る監視機能を果たしております。

③ 内部監査の状況

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、業務遂行状況やコン
プライアンスの状況、リスク管理状況等について監査を実施しており、
監査報告会において定期的に役員等へ報告を行っております。

④ 財務報告の信頼性の確保

内部監査室において決算財務報告プロセスの運用状況をモニタリン
グしており、必要に応じて改善措置を講じております。

（注）本事業報告に記載しております金額及び株式数は、表示単位未満
の端数を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成28年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

9,403,235

3,432,092

2,682,696

229,662

2,316,053

676,968

5,852

25,742

20,711

10,647

12,374

△9,567

2,810,239

1,924,054

229,209

7,497

66,109

7,903

7,044

1,506,980

1,599

97,709

9,462

1,023

7,509

928

876,721

131,302

19,740

5,313

132,725

385,803

140,790

138,275

△77,229

流 動 負 債 6,294,611

支 払 手 形 3,790,541

買 掛 金 1,842,085

短 期 借 入 金 170,000

１年内返済予定長期借入金 93,324

未 払 金 127,958

未 払 費 用 35,329

未 払 法 人 税 等 96,357

前 受 金 5,947

預 り 金 46,476

賞 与 引 当 金 37,500

そ の 他 49,091

固 定 負 債 288,887

長 期 借 入 金 61,688

役員退職慰労引当金 107,786

資 産 除 去 債 務 24,409

そ の 他 95,004

負 債 合 計 6,583,499

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,611,366

資 本 金 885,134

資 本 剰 余 金 1,316,174

資 本 準 備 金 1,316,079

その他資本剰余金 95

利 益 剰 余 金 3,531,399

利 益 準 備 金 125,500

その他利益剰余金 3,405,899

特別償却準備金 14,179

別 途 積 立 金 2,153,500

繰越利益剰余金 1,238,220

自 己 株 式 △121,342

評価・換算差額等 18,608

その他有価証券評価差額金 18,608

純 資 産 合 計 5,629,974

資 産 合 計 12,213,474 負 債 純 資 産 合 計 12,213,474
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損　益　計　算　書

（平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 17,001,933

売 上 原 価 14,069,582

売 上 総 利 益 2,932,351

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,602,665

営 業 利 益 329,685

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,683

仕 入 割 引 55,635

受 取 賃 貸 料 10,829

そ の 他 10,425 82,573

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,424

売 上 割 引 13,195

賃 貸 費 用 1,174

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,710

そ の 他 601 22,106

経 常 利 益 390,153

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 370 370

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 411 411

税 引 前 当 期 純 利 益 390,112

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 160,681

法 人 税 等 調 整 額 △13,274 147,406

当 期 純 利 益 242,705
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株主資本等変動計算書

（平成28年１月１日から
平成28年12月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計資　本

準備金

その他
資 本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 　 益
剰 余 金
合 　 計

特別償却
準 備 金

別 　 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 885,134 1,316,079 95 1,316,174 125,500 16,862 2,153,500 1,058,351 3,354,213 △121,275 5,434,247

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △65,520 △65,520 △65,520

特別償却準備金
の取崩

△2,683 2,683 － －

当期純利益 242,705 242,705 242,705

自己株式の取得 △66 △66

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

事業年度中の変動額
合計

－ － － － － △2,683 － 179,868 177,185 △66 177,119

当期末残高 885,134 1,316,079 95 1,316,174 125,500 14,179 2,153,500 1,238,220 3,531,399 △121,342 5,611,366

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合 計

当期首残高 19,901 19,901 5,454,148

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △65,520

特別償却準備金
の取崩

－

当期純利益 242,705

自己株式の取得 △66

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

△1,292 △1,292 △1,292

事業年度中の変動額
合計

△1,292 △1,292 175,826

当期末残高 18,608 18,608 5,629,974
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１.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び
評価方法

・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
・子会社株式及び関連会社

株式
移動平均法による原価法

・その他有価証券
時価のあるもの　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び
評価方法

・商品　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収
益性の低下による簿価切り下げの方法により
算定）

・貯蔵品　　　　　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下による簿価切り下げの方法に
より算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、平成10年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法によっ
ております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建　物　　８～38年

② 無形固定資産
（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。
・その他の無形固定資産　　　定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。
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(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込

額のうち当事業年度に負担すべき額を計上し

ております。

③ 役員退職慰労引当金　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度

に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価

償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の計算書類に与える影響は軽微であります。

３．会計上の見積りの変更に関する注記

当事業年度において、名港営業所の建て替えを決議いたしました。この結果、

建て替えにより利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた

り変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の減価償却費が1,838千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しておりま

す。
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４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

土地 164,138千円

建物 11,925千円

投資不動産 9,000千円

計 185,064千円

上記の物件は、短期借入金100,000千円、１年内返済予定長期借入金10,000千

円、長期借入金7,500千円の担保に供しております。

(2) 減価償却累計額

有形固定資産 1,728,129千円

投資その他の資産 21,641千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 972千円

② 長期金銭債権 37,000千円

③ 短期金銭債務 926千円

(4) 期末日満期手形等の処理について

期末日満期手形等の会計処理は、手形交換日等をもって決済処理しておりま

す。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等

が期末残高に含まれております。

受取手形 255,806千円

電子記録債権 5,141千円

支払手形 758,015千円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 売上高 5,977千円

② 販売費及び一般管理費 35,785千円

③ 営業取引以外の取引高 1,835千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

（単位：株）

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 8,701,656 － － 8,701,656

(2) 自己株式の数に関する事項

（単位：株）

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 511,621 295 ― 511,916

(注)自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加295株であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

平成28年３月25日開催第58回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 65,520千円

・１株当たり配当額 ８円（普通配当７円 創業70周年記念配当１円）

・基準日 平成27年12月31日

・効力発生日 平成28年３月28日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度にな

るもの

平成29年３月28日開催予定の第59回定時株主総会において次のとおり付議い

たします。

・配当金の総額 65,517千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 ８円

・基準日 平成28年12月31日

・効力発生日 平成29年３月29日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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７．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 11,561千円

未払事業税 6,996千円

未払事業所税 1,243千円

商品評価損 6,110千円

その他 2,289千円

小計 28,201千円

評価性引当額 △6,110千円

繰延税金資産（流動）合計 22,091千円

繰延税金負債（流動）

特別償却準備金 △1,379千円

繰延税金負債（流動）合計 △1,379千円

繰延税金資産（流動）の純額 20,711千円

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 26,623千円

役員退職慰労引当金 32,971千円

長期未払金 3,971千円

資産除去債務 8,719千円

関係会社株式評価損 2,429千円

減損損失 4,231千円

その他 93千円

小計 79,038千円

評価性引当額 △60,382千円

繰延税金資産（固定）合計 18,656千円

繰延税金負債（固定）

資産除去債務に対応する除去費用 △257千円

特別償却準備金 △4,884千円

その他有価証券評価差額金 △8,201千円

繰延税金負債（固定）合計 △13,343千円

繰延税金資産（固定）の純額 5,313千円

－ 23 －

重要な会計方針に係る事項に関する注記



(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法

等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国

会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ

等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

計算に使用する法定実効税率は従来の32.2％から平成29年１月１日に開始する

事業年度及び平成30年１月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

については30.8％に、平成31年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については、30.6％に変更されております。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金

額）は1,918千円減少し、法人税等調整額が2,347千円、その他有価証券評価差額

金が428千円、特別償却準備金が316千円、それぞれ増加しております。

８．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は運転資金や設備資金など、事業活動に必要な資金を銀行借入等により

調達しております。また、一時的な余剰資金は流動性が高く安全性の高い金融

資産で運用しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び電子記録債権、売掛金、破産更生債権等は、顧

客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上で関係を有する

企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金

は、主に営業拠点の土地及び建物を賃借するための敷金と営業取引に係る保証

金であり、契約先（賃貸人又は取引先）の信用リスクに晒されております。営

業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが6ヵ月以内の支払期日であり

ます。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に必要な流動資金の調達（3ヵ

月以内）であり、長期借入金は、長期運転資金及び設備投資に係る資金調達（3

年以内）であります。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制

（イ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権について、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、

財政状況を注視しながら、回収懸念のある先には抵当権の設定等により債権

保全し、リスク軽減を図っております。差入保証金については、契約時から

定期的に格付取得状況や財産状態等を調査し、一定以上の信用力が維持され

ていることを確認しております。

（ロ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握するこ

とにより市場価格の変動リスクの軽減を図っております。借入金の変動金

利に対して、デリバティブ取引（金利スワップ）を利用する等、必要に応じ

て固定化を図りリスクをヘッジする方針です。

（ハ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリス

ク）の管理

営業債務及び借入返済に対する資金調達は、決済資金予定と設備計画を合

わせた資金繰計画に基づいて管理しております。決済資金については、手許

資金を維持しながら、銀行からの充分な資金調達枠の確保によって対処して

おります。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものは、次表には含まれておりません。（(注)２参照）

貸借対照表
計 上 額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金預金 3,432,092 3,432,092 －

(2) 受取手形 2,682,696 2,682,696 －

(3) 電子記録債権 229,662 229,662 －

(4) 売掛金 2,316,053 2,316,053 －

(5) 投資有価証券

満期保有目的の債券 20,307 20,106 △201

その他有価証券 109,155 109,155 －

(6) 差入保証金

販売拠点敷金等 75,658 69,364 △6,294

(7) 破産更生債権等

貸倒引当金

58,133

△47,227

10,905 10,905 －

資産計 8,876,532 8,870,036 △6,495

(1) 支払手形 3,790,541 3,790,541 －

(2) 買掛金 1,842,085 1,842,085 －

(3) 短期借入金 170,000 170,000 －

(4) 1年内返済予定長期借入金 93,324 93,324 －

(5) 長期借入金 61,688 61,688 －

負債計 5,957,638 5,957,638 －

デリバティブ取引 － － －
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。
(5) 投資有価証券

株式は取引所の価格により、証券投資信託受益証券は取引金融機関から提示された価格に
より、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

(6) 差入保証金
相手先の信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。

(7) 破産更生債権等
担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算

日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額
をもって時価としております。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。
(4) １年内返済予定長期借入金、(5) 長期借入金

これらは元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しております。その結果、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

該当事項はありません。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

(1) 投資有価証券

非上場株式 1,840

(2) 関係会社株式

子会社株式 0

関連会社株式 0

(3) 差入保証金

営業保証金等 310,145

合計 311,985

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を
把握することが極めて困難と認められることから、「(2)金融商品の時価等に関する事項」の表中に
は含めておりません。
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内

(千円)

１年超５年以内

(千円)

５年超10年以内

(千円)

10年超

(千円)

現金預金 3,421,335 － － －

受取手形 2,682,696 － － －

電子記録債権 229,662 － － －

売掛金 2,316,053 － － －

投資有価証券

満期保有目的債券（社債） － 20,307 － －

その他有価証券の

うち満期があるもの － － 38,748 －

差入保証金 － 24,966 22,632 28,060

破産更生債権等 ※ 841 － － －

合計 8,650,590 45,274 61,380 28,060

※破産更生債権等のうち償還予定の時期及び金額が見込めない57,292千円については、含まれており
ません。

４．短期借入金、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

区分
１年以内

（千円）

１年超２年

以内

(千円)

２年超３年

以内

(千円)

３年超４年

以内

(千円)

４年超５年

以内

(千円)

５年超

(千円)

短期借入金 170,000 － － － － －

長期借入金 93,324 57,514 4,174 － － －

リース債務 774 774 129 － － －

９．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性がないため、記載を省略しております。
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10．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社等

種類
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 （ ％ ）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社
㈱タンポポホ
ームサービス

岐 阜 県
多治見市

17,000 建設業
（所有）
直接100.0

資金の援助
役員の兼任

― ―
長期未収入金
(注2)

15,000

利息の受取
(注1)

130
長期貸付金
(注2)

22,000

(注)１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．㈱タンポポホームサービスに対し、30,000千円の貸倒引当金を計上しております。
３．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。
４．㈱タンポポホームサービスについては、平成28年12月22日開催の初穂商事株式会社における

取締役会において清算を決議し、清算手続き中であります。

(2) 役員及び個人主要株主等

種類
会社等の
名称又は
氏　　名

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 （ ％ ）

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社

㈲ユーエス
広 島 県
福 山 市

3,000 不動産賃貸業
（被所有）
直接 0.2

事務所・倉庫賃借
役員の兼任

賃借料の支払
(注1)

11,400
前払費用
(注1)

1,026

白百合商事㈱
名古屋市
千 種 区

10,000 不動産賃貸業
（被所有）
直接16.9

事務所・倉庫賃借
役員の兼任

賃借料の支払
(注1)

13,688 ― ―

役 員 の 近 親 者
斎藤　実

(注2)
― ― 当社相談役

（被所有）
直接 3.1

当社相談役
相 談 役 報 酬
の 支 払
(注1)

10,000 ― ―

(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等
・事務所の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて金額を決定しております。
・相談役報酬額は、常務会において決定しております。

２．代表取締役社長斎藤 悟の実父であり、当社の代表取締役社長及び会長として企業経営に携
わってきた実績があり、長年の経験、知識、幅広い人脈等をもとに、当社に対して助言指導
を行っております。

３．上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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11．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 687円44銭

(2) １株当たり当期純利益 29円63銭

12．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

13．その他の注記

資産除去債務に関する注記

当事業年度末（平成28年12月31日）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（イ）当該資産除去債務の概要

営業用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

なお、当事業年度末における資産除去債務のうち一部は、負債計上に代え

て、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認めら

れる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用計上する

方法によっております。

（ロ）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から20～31年と見積り、割引率は1.9～2.1％を使用し

て資産除去債務の金額を計算しております。

（ハ）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 24,003千円

時の経過による調整額 405千円

期末残高 24,409千円
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年２月20日

初穂商事株式会社

　取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山 崎 裕 司 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 神 野 敦 生 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、初穂商事株式会社の平成２８
年１月１日から平成２８年１２月３１日までの第５９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明
細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ

の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細
書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書
類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、平成28年１月１日から平成28年12月31日までの第59期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他
の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記）及びその附属明細書
について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年２月23日

初 穂 商 事 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常勤監査役 伊 藤 孔 一 
社外監査役 丹 羽 正 夫 
社外監査役 宮 嵜 良 一 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、中長期的な視点から経営基盤の確立及び事業展開に備えるた

めの内部留保を勘案し、業績に応じた利益還元を安定的かつ継続的に行

い、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。

当期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じま

す。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は65,517,920円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年３月29日といたしたいと存じます。

－ 33 －
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第２号議案　株式併合の件

１．株式併合の理由
全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表

し、国内上場会社の普通株式の売買単位を、100株に統一することを
目指しており、その移行期限は平成30年10月までとされています。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重

し、当社株式の売買単位を、現在の1,000株から100株に変更すること
とし、あわせて、当社株式につき証券取引所が望ましいとしている投
資単位の水準（５万円以上 50万円未満）を維持することを目的とし
て、株式併合（10株を１株に統合）を実施するものであります。

２．併合する株式の種類及び割合
当社普通株式につきまして、10株を１株に併合いたします。
なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会

社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主
様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

３．株式併合の効力発生日
平成29年７月１日

４．効力発生日における発行可能株式総数
2,340,000株

５．その他
本議案に係る株式併合は、第３号議案「定款一部変更の件」が原案

どおり承認可決されることを条件といたします。なお、その他手続上
の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

（注）株式併合により、発行済株式総数が10分の１に減少することにな
りますが、純資産等は変動しませんので、１株当たりの純資産額
は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式
の資産価値に変動はありません。
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第３号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

第２号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決されることを条

件として、併合比率に応じて発行可能株式総数を減少させるために定

款第６条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更

するために定款第８条を変更するものであります。なお、本定款の一

部変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成29年７月１日に生

ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款か

ら削除することといたします。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（発行可能株式総数） （発行可能株式総数）

第６条　当会社の発行可能株式総数

は、23,400,000株とする。

第７条　（条文省略）

第６条　当会社の発行可能株式総数

は、2,340,000株とする。

第７条　（現行どおり）

（単元株式数） （単元株式数）

第８条　当会社の単元株式数は、1,000

株とする。

第８条　当会社の単元株式数は、100株

とする。

（新設） 附則

第６条及び第８条の変更の効力発生日

は、平成29年７月１日とする。なお、本

附則は同日の経過後自動的に削除され

るものとする。
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第４号議案　取締役７名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりま
す。つきましては、経営体制強化のため１名増員し、取締役７名の選任
をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

1
さい

斎
とう

藤
 

　
さとる

悟
(昭和28年 5月 7日生)

昭和55年 9月　当社入社
昭和61年 9月　当社取締役静岡営業所長
昭和63年 3月　当社常務取締役静岡営業所長
昭和63年 4月　当社常務取締役名港営業所長
平成 5年10月　当社常務取締役管理本部長
平成13年 3月　当社代表取締役社長（現任）

839,248株

2
し

志
き

岐
よし

義
ゆき

幸
(昭和34年 2月 6日生)

昭和57年 3月　当社入社
平成 4年 8月　当社福山営業所長
平成13年 3月　当社執行役員西日本地区統括兼

福山営業所長
平成17年 3月　当社取締役西日本地区統括兼

福山営業所長
平成19年 3月　当社取締役営業本部長兼

西日本地区統括兼福山営業所長
平成23年 3月　当社常務取締役営業本部長兼

西日本地区統括兼福山営業所長
（現任）

40,000株

3
さい

斎
とう

藤
 

　
ゆたか

豊
(昭和38年 5月14日生)

平成 5年12月　当社入社
平成13年 7月　当社内部監査室長
平成20年 3月　当社監査役
平成23年 3月　当社取締役総務部長（現任）

308,232株

4
い

伊
とう

藤
ひと

人
かつ

勝
(昭和33年 1月 2日生)

昭和51年 3月　当社入社
平成14年 1月　当社豊橋営業所長
平成16年 6月　当社名港営業所長
平成18年 3月　当社執行役員中部地区統括兼

名港営業所長
平成23年 3月　当社取締役中部地区統括
平成26年 4月　当社取締役中部地区統括兼

開発事業部長（現任）

24,000株

5
かに

蟹
え

江
しげ

茂
ひさ

寿
(昭和33年 8月11日生)

昭和57年 3月　当社入社
平成13年 4月　当社名港営業所長
平成16年 9月　当社横浜営業所長
平成19年 3月　当社執行役員東日本地区統括兼

横浜営業所長
平成23年 3月　当社取締役東日本地区統括兼

横浜営業所長（現任）

28,600株
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候補者
番　号

ふ り が な
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

6
がっ

月
とう

東
たつ

達
や

也
(昭和38年 9月17日生)

昭和59年 9月　当社入社
平成 5年 7月　当社豊橋営業所長
平成20年 4月　当社小牧営業所長
平成23年 3月　当社執行役員熱田営業所及び

北営業所統括兼小牧営業所長
（現任）

2,000株

7
いそ

磯
べ

部
たか

隆
ひで

英
(昭和28年 9月29日生)

昭和61年 3月　公認会計士登録
平成13年 1月　名古屋中小企業投資育成株式会社

入社
平成18年 6月　同社取締役業務第一部長
平成26年 6月　名古屋中小企業投資育成株式会社

取締役業務第一部長退任
平成26年 6月　未来工業株式会社社外取締役
平成27年 6月　未来工業株式会社社外取締役

（監査等委員）（現任）
平成28年 3月　当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
未来工業株式会社　社外取締役（監査等委員）

－

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．磯部隆英氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．社外取締役の選任理由について

磯部隆英氏は、公認会計士として長年の経験と見識を有していることに加え、投資育成会社

で経営に関与した経験による幅広い見地から、その専門的な経験と見識を当社ガバナンス機

能の強化に活かしていただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。

４．当社は、磯部隆英氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。なお、同氏の再任が承認さ

れた場合は、当該契約を継続する予定であります。

５．磯部隆英氏の当社の取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。

６．月東達也氏は新任候補者であります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場　名古屋市中村区名駅四丁目４番38号
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）　５階小ホール

交通　ＪＲ・地下鉄・名鉄・近鉄名古屋駅下車

・ＪＲ名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面　徒歩５分

・ユニモール地下街　５番出口　　　　　　　　　　　徒歩２分

◎お願い　会場には駐車場の用意はいたしておりませんので、公共交通機関等を
ご利用願います。

地図


